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意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組みに関する規程 

社会福祉法人 南嶺山福祉会 

 西出水認定こども園 

1.趣 旨  

社会福祉法人西出水保育園（以下｢本園｣という。）の利用者から、本園に対する様々な意見・苦情・

不満（以下｢要望等｣とする）について適切な対応とその解決を図るため、この規定を設ける。  

 

2. 目 的  

(1) 本園への要望に対し、適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め、利用

者個人の権利を擁護するとともに、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう

支援することを目的とする。  

(2) 要望等の解決にあたり社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解

決に努め、利用者に安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。  

 

3. 解決のための体制  

(1) 本園に解決責任者を置く。  

(2) 本園に対する要望等の申出を受け付けるための受付担当者を置く。  

(3) 要望等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進す

るため、複数の第三委員を置く。  

(4) 第三委員は理事会において選任する。  

第三者委員は、本法人評議員、監事または地域在住の社会的信頼を有する方、  

例えば医師、大学教授、弁護士、社会福祉士、民生委員、児童委員の方とする。  

(5) 解決責任者及び受付担当者並びに第三委員の名前は、利用者への案内通知に  

掲載する。  

 

4. 解決責任者の任務  

(1) 解決責任者は、受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって以下の要望等の解決に取り組

むものとする。  

ア 利用者からの要望等の内容と意向等を確認し、要望等の解決に努力する。  

イ 要望等の解決の状況と結果を速やかに利用者に報告するとともに、第三委員  

へ報告する。利用者への報告及び第三委員への報告は受付担当者に代行させ  

ることができる。  

ウ 受け付けた要望等の内容によって、第三者委員と相談しその解決に努めるも  

のとする。  

 

5. 受付担当者及び第三委員の職務  

(1) 本園の受付担当者は、以下の職務を行う。  

ア 利用者からの要望等の受付  

イ 要望等の内容と利用者の意向等の確認と記録  
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ウ 受け付けた要望等及びその改善状況等を解決責任者及び第三委員への報告。  

(2) 第三者委員は、以下の職務を行う。  

ア 受付担当者から、受け付けた要望等の内容を聴取する。  

イ 内容の報告を受けた旨を申出人へ通知する。  

ウ 利用者からの要望等を直接受け付けることもできる。  

エ 必要に応じ申出人への助言を行う。  

オ 必要に応じ保育園への要望等の解決についての助言を行う。  

カ 申出人と解決責任者の話し合いへの立会い、助言を行う。  

キ 解決責任者から、要望等に係る事案の改善状況等の報告を聴取する。  

ク 認定こども園の日常的な状況の把握に努める。  

 

6. 解決の手順  

(1) 利用者への周知  

ア 施設内の掲示、パンフレットの配布等により、利用者への要望等を受け付け  

る旨と要望等の受付及び解決の仕組みについて周知する。  

イ 利用者に対して、解決責任者、受付担当者、及び第三者委員の氏名連絡先を  

周知する。  

(2) 要望等の受付  

ア 受付担当者は、利用者からの要望等を随時受け付ける事を周知する。  

イ 利用者に対し、第三者委員へ直接要望等を申し出ることができることを周知  

する。  

(3) 受付担当者は、利用者からの要望等の受付に際し、次の事項を書面に記録し、  

その内容について申出人に確認する。  

 ①要望等の内容  

②申出人の希望等  

③第三者委員への報告の要否  

④申出人と解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会いの要否  

⑤第三者委員への報告または立会いが不要な場合は、申出人と解決責任者の話し合いによる解

決を図るよう努める。  

(4) 受付担当者は、受け付けたよう冒頭はすべて解決責任者及び第三者委員に報  

告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、第三  

者委員への報告は行わないものとする。  

(5) 投書やインターネット等による匿名の要望等については、すべて第三者委  

員に報告し、必要な対応を行う。  

 

附 則  

1.この規則を実施するために必要な事項・様式は、別に定める。  

2.この規則は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。  
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ご意見・ご要望の解決のための仕組みについて 

                      社会福祉法人南嶺山福祉会 

西出水認定こども園 

［担当：主任保育士 ］ 

［責任者：園長 萩嶺 龍昭 ］        ［第三者委員：西野 きく子 氏］  

住  所：出水市五万石町 381番地 

  電話番号：０９９６－６２－７９５５ 

 ［第三者委員：尾籠 伸幸 氏］ 

  住  所：出水市高尾野町下水流 183番地 1 

  電話番号：０９９６－８２－３３０６ 

  [第三者委員 氏名 山元 浩樹 氏]   

住 所：出水市西出水町 635 

電話番号：０９０-５９３９-７２６７ 

 

※相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申しあげます。 

※以上の仕組みで解決できないご意見・ご要望は、鹿児島県社会福祉協議会に設置され 

た運営適正化委員会に申し立てることもできます。 

 

（運営適正化委員会の連絡先：☎099―286―2200  FAX 099－257－5707） 

サービス利用者（保護者） 

意見・要望等の受付担当者 

（意見・要望などの受付・記録） 

 意見・要望等の相談解決責任者 

（話し合いにより意見・要望等を解決します） 

第 三 者 委 員 

（必要に応じて話し合いに立ち会い

ます） 

（責任者の段階の相談で納得いかない場
合には、第三者委員に直接相談し、話し
合いへの立ち会い・助言を求めることがで
きます） 意見・要望・ご相談 

（保護者の求めに応じて報告します） 

報 告 

（
意
見
・
要
望
等
の
内
容
の
確
認
・
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
） 
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〔第三者委員の氏名・連絡先、役割を記入した名票⇒保護者〕 

ご意見・ご要望の相談における際の第三者委員の役割について 

 

●第三者委員の役割 

・ご意見・ご要望の受付担当者や責任者との話し合いだけでは納得いかない場合には、

第三者の立場にある「第三者委員」が話し合いに立ち会い、必要な助言をいたしま

す。 

 

［第三者委員の職務］ 

○ご意見・ご要望の相談解決への立ち会い・助言 

○ご意見・ご要望の直接受付 

○相談内容を受けた旨の保護者（当事者）への通知 

○責任者よりご意見・ご要望の改善状況について報告を受け、日常的な状況を把握し

ます。 

 

［第三者委員の立ち会いによる話し合いの方法］ 

○第三者委員によるご意見・ご要望の内容の確認 

○第三者委員による解決案の調整・助言 

○話し合いの結果や改善事項などの確認 

 

※第三者委員の立ち会い・助言が必要の際には、受付担当者にその旨を申していただく

か、または直接下記までご連絡ください。 

 

 

第三者委員 氏名 西野 きく子 氏   

住所 出水市五万石町 381番地 

電話番号  0996－62‐7955 

 

第三者委員 氏名 尾籠 伸幸 氏   

住所 出水市高尾野町下水流 183番地 1 

電話番号 0996－82－3306 

 

第三者委員 氏名 山元 浩樹 氏   

住所 出水市西出水町 635 

電話番号 090－5939－7267 
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利用者各位 

                     社会福祉法人 南嶺山福祉会 

西出水認定こども園 

園長 萩嶺  龍昭 

 

       

「苦情申出窓口」の設置について 

 

 社会福祉法第 82 条の規定により、本園では利用者からの苦情に適切に対応する体制

を整えることとしました。 

 本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者を下記により設置し、苦情解決に努め

ることと致しましたので、お知らせ致します。 

 

                記 

 

 

１．苦情解決責任者 職種 園 長     萩嶺 龍昭 

 

２．苦情受付担当者 職種 主幹保育教諭  島田 昌子 

 

３．苦情処理第三者委員 西野 きく子（民生委員） 

            尾籠 伸幸 （家事調停委員） 

            山元 浩樹 （保護者代表） 

 

4．苦情解決の方法 

（１）苦情の受付 

  苦情は面接・電話・書面などにより受け付け担当者が随時受け付けます。 

（２）苦情受付の報告・確認 

  苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者に報告します。 

  苦情解決責任者は内容を確認し、苦情申出者に対して報告を受けた旨を通 

知します。 

（３）苦情解決のための話し合い 

  苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。 

※ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

（４）本園で解決できない苦情は、鹿児島県社会福祉協議会に設置された運営適正化委

員会に申し立てることができます。 

   

 

 


